
   久喜市市章取扱要綱 

 

(趣旨) 

第１条 この告示は、久喜市市章（平成２２年久喜市告示第５３４号。以下「市

章」という。）の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。 

(権利の帰属) 

第２条 市章に関する一切の権利は、市に帰属する。 

 (取扱いの原則) 

第３条 市章は、市を象徴するものであるため、その取扱いに当たっては、その

意義を失わせることがあってはならず、適正かつ慎重に取り扱わなければなら

ない。 

(使用基準) 

第４条 市以外のものは、市章を使用することができない。ただし、市長は、次

の各号のいずれにも該当し、かつ、公益性があると認めるときは、その使用を

承認することができる。 

(１) 前条の規定に反しないと認めるとき。 

(２) 市を象徴的に表す必要があると認めるとき。 

(３) 市の信用や品位を損なうおそれがないとき。 

(４) 政治又は宗教活動に使用されるおそれがないとき。 

(５) 営利目的に使用されるおそれがないとき。 

(承認の手続等) 

第５条 市章を使用しようとするものは、あらかじめ市章使用承認申請書（様式

第１号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が

承認を得る必要がないと認めるときは、この限りでない。 

２ 前項の申請書には、市章を使用する物件等の参考となる資料を添付するもの

とする。 



３ 市長は、第１項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、

市章の使用を承認するときは市章使用承認通知書（様式第２号）により、承認

しないときは市章使用不承認通知書（様式第３号）により申請者に通知しなけ

ればならない。 

 (変更承認の手続等) 

第６条 前条の規定により使用の承認を受けたもの（以下「市章使用者」とい

う。）が承認された内容を変更しようとするときは、速やかに市章使用変更承

認申請書（様式第４号）を市長に提出し、当該変更の承認を受けなければなら

ない。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の変更の承認の手続について適用する。 

３ 市章使用者は、第１項に規定する変更の承認を受けた後でなければ、当該変

更内容に係る市章の使用をすることができない。 

(使用上の遵守事項) 

第７条 市章使用者（前条第１項の規定により変更の承認を受けた者を含む。次

条において同じ。）は、市長が別に定める久喜市市章デザイン管理マニュアル

に定められた事項を遵守しなければならない。 

(承認の取消し等) 

第８条 市長は、市章使用者が第４条及び前条の規定に違反していると認めると

き又は偽りその他不正な手段により承認を受けたときは、その承認を取り消す

ことができる。 

２ 前項の規定により承認を取り消された市章使用者は、直ちに市章の使用を中

止しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定により使用の承認を取り消した場合は、速やかに市章

使用承認取消通知書（様式第５号）を当該市章使用者に通知しなければならな

い。 

４ 市長が第１項の規定により使用の承認を取り消した場合において、当該市章



使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。 

 （その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか、市章の使用に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 



様式第１号(第５条関係) 

 

市章使用承認申請書 

 

年  月  日  

 久喜市長    あて 

 

                住 所 

                申請者 氏 名 

(法人及び団体にあっては、その名称、主たる 

事務所の所在及び代表者の氏名） 

                電話番号 

 

久喜市市章取扱要綱第５条第１項の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

１ 使用対象物件 

 

２ 使用目的及び使用方法 

 

３ 使用期間 

 

４ 連絡先（担当者及び電話番号） 

 

５ 添付書類 



様式第２号(第５条関係) 

 

市章使用承認通知書 

 

久 第    号  

年  月  日  

           様 

 

                 久喜市長            印 

 

     年  月  日付けで申請のあった市章の使用について、久喜市市章

取扱要綱第５条第３項の規定により、下記のとおり承認します。 

記 

１ 使用対象物件 

 

２ 使用期間 



様式第３号(第５条関係) 

 

市章使用不承認通知書 

 

久 第    号  

年  月  日  

           様 

 

                 久喜市長            印 

 

     年  月  日付けで申請のあった市章の使用については、久喜市市

章取扱要綱第５条第３項の規定により、承認しません。 

記 

１ 使用対象物件 

 

２ 使用期間 

 

３ 不承認の理由 



様式第４号(第６条関係) 

 

市章使用変更承認申請書 

 

年  月  日  

 久喜市長    あて 

 

                住 所 

                申請者 氏 名 

(法人及び団体にあっては、その名称、主たる 

事務所の所在及び代表者の氏名） 

                電話番号 

 

久喜市市章取扱要綱第６条の規定により、下記のとおり変更したいので申請し

ます。 

記 

１ 変更内容 

 

２ 添付書類 

 

３ 連絡先（担当者及び電話番号） 



様式第５号(第８条関係) 

 

市章使用承認取消通知書 

 

久 第    号  

年  月  日  

           様 

 

                 久喜市長            印 

 

     年  月  日付けで承認した市章の使用について、久喜市市章取扱

要綱第８条の規定により、下記の理由により取り消します。 

記 

１ 取消しの対象物件 

 

２ 取消しの理由 

 


